
＜県からのお知らせ＞  

 令和元年６月１４日 愛媛県県民環境部消防防災安全課  

 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）等の一部を改正する規

定等の制定ほか経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官から下記について通知があり

ましたのでお知らせします。 

 

通知内容は、下記のとおりです。 

詳細については、経済産業省のホームページをご参照ください。 

 

記 

１．高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）等の一部改正等

について 

 

２．高圧ガスを封入した緩衝装置等に係る輸入の通関の際における取り扱いについての

一部改正について 

 

３．高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取り扱い

について 

３以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










